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備

考

(
ィ)

「

ディジ

ョ

ど市の十茧雜金及

「

リ乇
1
ジユJ

市
の
ニ
十
六
栽
金
を
含$
ず
0 

(
o

此
計
敷
は
正
櫳
な
ち
ざ
る
场W
{
1
^
R
依
る
。

卽
被«
助
組
合
數
の
最
多
數-«
る
を
印
刷
及
出
版
業
と 

し
、
铺
助
金
受
領
额
の
最
多
額
な
る
《
印

刷

業

に.1
,
て 

製
陶
業
金
®
業
及
建
築
業
等
之
れ
に
次
げ6
°

要
之
佛
國
に
於
る
失
業
基
金
1

制
度
は
從
來
諸
國
1C 

行
は
れ
欠
る
各
種
の
任
意
的
失
業
保
險
中
に
於
て
最
成 

功
せ
る
名
の
と
云
ふ
ベ
く
、
殊
に
地
方
M

制
度
の
發 

達
は
頗
る
著
し
き
？
の
ぁ
6
て
、
千
八
百
九
十
七
年
に 

於
て
»•
此
の
如
き
ff
i
lf
t
fl
j
®
を
實
行
せ
る
$
の
は
@
か 

に
ニ
市
に
しy

其
1

费
許
上
額
は
八
千
五
百
七
十
法 

に
過
ぎ
#

し
？
、
千
九
百
十
年
に
於v

は
前
者
は
八 

臓
三
十一

市
に
及
ぴ
後
者
は
+
萬

ほ

を

超

^

す

る

に

至
 

れ
6
、
.盖
し
本
制
度
の
將
來
に
於
る
發
展
及
其
失
業
問 

題
解
決
に
對
す
る
效
巣
如
何
は
最
近
實
施
せ
ら
、れ
杧
る

\ 

:英
國
强
制
失
業
保
險
の
成
績
と
相
®
ん
や
社
會
政
策
學 

\

者
の
最
注
目
を
要
す
る
黠
な
る
べ
し
。

(

完
：

)

ノ
 

.

•

英

獨

市

政

比

較

論(

其
ノ
一)

.

:

村

田

：岩

次

郞

駿
马
ハ
ゥ
£
氏
の
近
雜「

现
代
歐
洲
市
政
論

」

を
誼
む
。
訛〜

、 

所
®
に
し
て
越
を#
忆
リ
。
乃
ち
お
亿
北
の1端
を
記
し
て
談 

潴
の
參
考
亿
供
せ
ん
と
すo

蕭
の
都
市
の
行
政
組
織
は
頗
る̂

^
で
あ
る
、
.市
會 

は
都
市
の
一
切
の
權
限
を
有
し

V

居
る
の
で
、
,

會 

議
員
の
み
が
市
民
の
選
擧
に
係6
、
市
長
名
、
，
司
直
の 

吏
員
名
均
し
く
市
民
が
選
擧
す
る
の
で
は
な
い
。
叉
都 

市
行
政
上
の
責
任
の
歸
著
す
る
所
を
瞹
昧
糢
糊
杧
ら
し 

む
る
行
政
諸
部
局
の
談
け
が
無
い
。
市
長
を
選
ぶ
者
は 

市
會
で
あ
る
於
、.
市
書
記
を
選
ぶ
者
名
亦
市
會
で
あ
る 

市
政
各
部
のa
事
を
指
名
す
る
者
は®
員
で
あ
つ
て
、 

之
を
確
定
す
る
潘
は
矢
張6
市
會
で
あ
る
。1

九
〇一

一
 

年
造
は
、
地
方
の
敎
育
事
業
は
地
方
學
務
會
の
手
中
伫 

在
6
し
名
、
同
年
の
敎
育
法
は
之
を
市
會
の
手
に
務
し 

襻
務
委
員
に
依
<
地
允
敎
育
事
業
を
管
掌
す
る

K
?
i
vな
つ
^

。
英
國
の
都
市
の
行
政
組
織
は
以
上
述 

ベ
把
所
に
盡
き
る
の
で
あ
つ<
節
^
明
暸
何
人
名
經
易 

に
了
解
す
る
こ
と
於
出
來
る
。

\

英
國
の^

3
1
は

米
國
の
市
會
ょ
ろ.
？
遙
か
に
大
き
く
、

|

獨
逸Q

市
會
と
略
ぼ
同
様
で
あ
る
。
市
食
議
員
の
選
擧 

は
通
例
^

J

若
千
の
選
擧
區
に
分
割
し

V

行
為
の
で
あ 

る
が
、
小
都
市
の
中
に
は
選
擧
區
を
餿
け
岁
に
企
市
か 

\

ら
總
議021|

を

!̂33^
*

る
名
の-'名
^
る

大

^-
數
の
.大
都 

j

市
は
市
を
十
六
區
に
分
て
各
區/P
ら
三
名
の
®
員
を
選 

\

出
す
る
！

J

と
に
な
つ
'て
居
る
、
併
し
都
市
に
依
て»
?1 

に
多
く
の
市
會
議
員
を
選
出
す
る
。
例
べ
ば
偸
敦
府
會 

は
百
十
八
人
の
議
員
を
有
し
、

「

マ
ン
チ
"
ス
タ
！ J

市
は 

I

二
人
、

「

リ
グ
ァ
ブ
ー
ル」

市
は
百
三
十
四
人
、

「

グ
ラ
ス 

ず
ーJ

市
は
七
十
五
人
で
あ
る
。
議
員
の
任
期
は
三
年 

z

で
每
年
三
分
の
一
宛
改
邀
す
る

(

卽
ち•毎
%
*
會
議
員 

の
選
擧
が
行
は
れ
る
譯
で
あ
る

)

0
僧

憤
外
の
ム
般
市 

民
は
市
會
議
員
に
選«
^
る
己
と
於
出
來
る
。I

九
〇 

七
^
以
降
婦
人
？
亦
.市
會
鶴
員̂

る
t
を
#
' (

從y

市



華

U

名

成

れ

る

輝

で

あ

る

)

：

«

員

允

る

に

は

其

市

の

住

- 

民

*

る

！
J

i

l:
喪

せ

ぬ

、

输

其

市

に

财

產

を

所

待

し

、 

叉

は

 

一

®

' 0
地

方

®

を

納

付

し

、

且
..

つ

市

の

十

五

狸

以

 

ft
u

/g
住

し

て

届

れ

ば

®

し

、
s

o

3C
議

員

の

候

湔

.に

立

|

 

つ

寧

^

p
«

0

代

表

す

る

選

擧

區

の

-住

民

*

る

.こ

と

を

恶

j

 

せ

ぬ

。

從

て

大

都

市

0

.市

會

議

.員

^

に

は

其

市

に

營

業

一

 

こ

そ

し

て

届

る

财

、

'其

市

に

届

住

し

て

磨

ら

&

者

於

澤

|

 

•L
I

J
あ

，
る

。

是

れ

は

國

會

議

農

の

^

<

ロ

？

苘

櫞

.
で

あ

つ

て

 

英

國

の

政

界

に

有

*

«

る

人

物

於

永

く

活

■

す

る

寧

情

j 

の

一

面

を

«

明

し

て

届

る

？

の

と

»1
1
|

つ

て

ょ

い

。

有

爲

|

 

の

人

#

に

し

て

卬

の

選

擧

區

に

於

て

敬

れ

*

る

者

啟

乙

j

 

0

0

0

^

ら

選

诚

料

^

上

，似

出

來

名

o

從

て

公

平

に

j 

市

政

を

料

理

し

得

る

者

於

議

員

に

選

擧

せ

ら

る

V

乙

と

\ 

i

な

る

の

で

あ

る

。

 

.

,

.
 

|

通
^

議
員
の
外
に
、j

定
數
の
Tf
r

參
事
員
於
有
る
、
通

| 

例
十
六
人
で
あ
つ
て
、
新
市
會
於
組
織
せ
ら
る
、
際
其 

選
擧
を
行
ふ
の
で
あ
る
於
市
會»
或
は
議
員
中
に
其
人 

を
求
め
.、
或
は_
員
以
外
：の
.聲
望
有
る
人
物
を
市
參
事

A
G

#

に

1

任

す

名

。

,
:
.餘

外

例

は

有

れ

ど

、

虞

_

属

の

敎

 

は

法

律

上

.市

會

議

a

绝

體

.
の

三

分

の

一

と

云

.
ふ

定

め

W

 

あ

る

。

市

參

事

員

の.任

期

は

六

年

：

(

趣

常

«

員

の

任

期

 

の

.倍

I

る

}

で

.含

.

V
、

三

年

每

に

其

の

.
半

數

を

改

 

選

す

る

(

0

?

|

<

1 

o
f

 

t
h
e

 

n
l
l
e
r

 

r
e
t
i
r
e

 

e
v
e
r
v

 

t
h
r

 

e
e

 

y
e
a
r
s

と

あ

る

の

は

勿

輪

開

違

ひ

，
で

あ

る

)

I

際

の

 

慣

例

か

も

沄
.へ

域

通

常

議

員

の

中

で

名

相

當

の

.年

.
酏

に

. 

逢

し

、

又

.
相
#

.
の

經

驗

あ

'る

者

が

市

參

事

員

.

.に

■

ば

t
 

I

と

に

な

つ

て

届

る

。

斯

く

議

|

诈

ょ

6

市

參

事

' 

顧

を

#

任

し

允

る

と

.き

«

禽

忙

«

闕

選

擧

を

行

ふ

0

仑
 

あ

る

。

此

の

〃

市

參

事

員

の

選

擧

に

際

し

て

、

囊

に

_

«

る
{
行

政

上

の

手

腕

：

&

有

1

然
名
議
員
に
當
選
し
等 

な
か
つ
允
者
は
市
參
事
_
に
選
ば
れ<

大
に
其
烫
倆
を 

發
禪
し
得
5

_

そ
あ
る
。

)

市
參
事
員
は
再
選
せ
ら
吣る
 

の

が
普
通
で
あ
つ
て
、
一
一

十

何

年

i

云
ふ
永
い
歳

月

の

 

僩
通
常
議
員
と
し
て
將
允
汉
市
參
寧
員
と
し
て
.、Il
r
t

:
 

に
議
席
を
有
す.る
者
;'
0

有
义
ま
普
通
0

事
_に
し
弋
激
て■

'

珍
し
く
ま
な
い
。
- 

る
と
云̂

の
は
此
の
：

1

事
に
止
ま
る
、
英
國
の
市
參
事 

市
參
事
員
は
通
常
議
員
と
同

一

の
雛
限
を
有
し
、
同1 

の
市
會
に
«

席
を
有
し
、
同
様
にr

切

の

問

題

を

_

決

す

る

..
0
市
會
は
一
院
組
織
で
あ
る)

：
唯
通
常
議
員
は
市 

民
之
を
選
る
に
反
し
て
ヽ
市
參
事

M
は
市
會
之
を 

選
任
す
る
こ
と
、
及
び
市
參
事
員
は
通
常
議
員
に
比
し 

て
一
曆
大
な
る
^

^
を
持
て
届
•る
こ
と
の」

一

點u

於
< 

兩
者
は
相
違
ず
る
の
み
で
あ
る
。
市
參
事
員
を
選
任
す 

る
に
方
て
は
、
黨
派
の
影
響
は
免
れ
ぬ
所
で
あ
る
、
伹 

し
小
數
黨
$
亦
一
定
數
の
市
參
事
員
を
割
當
て
ら
れ
る 

と
云
ふ
默
契
の
定
ま
つ
て
居
る
場
合
$
決
しV

珍
し
く 

は
なS

。

.市
參
事
員
は
普
通
に
經
驗
の
有
る
所
か
ら
重 

.
§
る
委
員
の
委
員
長
に
な
るo 

英
國
の
市
參
事
員
は
或
る
點
に
於
て
獨
逸
の
«
#
»
市 

參
事
會
員
C
似
て
居
る
、
其
の
有
す
る
經
驗
は
特
定
の 

地
位
に
對
し
て
将
殊
の
資
格
を
具
へ
<
届
る
と
を
意
味 

しV

居
る
の
で
は
な
く
て
、
寧
ろ
龜
の
.坪
ょ
6
年
0
功 

i
云
ふ
意
味U

於
.て
經
職
.で
あ
る
。
兩
者
舣
相
似V

居

員
は
都
市
の
行
政
機
關
に
屬
す
と
云
は
ん
よ
6
は
寧
ろ 

.

立
法
機
關(

議
決
機
關)

に
屬
す
と
云
^
が
至
當
で
あ 

|

る
か
ら
で
あ
る
。
通
常
議
W
と
市
參
事
員
と
は
、
相
合 

し
て
市
會
$:
組
織
し
市
長
及
び
委
員
を
選
定
す
る
、
唯 

一
厝
聲
M
有
る
者
が
市
參
事
員
の
地
位
に
在
る
と
云
ふ 

に
過
ぎ
ぬ
。

I
.

以
上
記
す
所
は
、
以V

英
國
都
市
の
組
織
を
說
明
す
る 

|

に
充
分
で
あ
る
、
51

倫
敦
を
例
外
と
し
て
金
國
總
ぺ
<

|

の
都
市
は
皆
同一

の
組
織
の
下
に
*
る
3
獨
逸
の
都
市 

|

に
於
け
る
於
如
き
專
務
的
常
任
吏
舅
の
規
定
、

S

無
い
、

\

叉_

員
名
市
長
名
共
に
無
®
で
あ
る
。
叉
英
國
に
於v

 

は
、
都
市
の
行
政
は
人
の.1

生
を
委
す
る
程
の
專
py
的 

の
事
業
で
は
な
い
。

一
般
の
都
市
行
政
よ
6
名
更.
に
局
，
 

\

部
的
な
經
驗
を
持
て
届
る
者&

市
の
谷
要
部
に
在
パ
尊 

務
的
恒
外
的
の
職
務
を
盡
す
の
で
あ
：る
、
從V

英
國
の 

.
都
市
は
獨
逸
の
都
市
程
に
華
於
で
な
い
。
有
給
市
參
事 

會
員
と.
常
任
*
務
の
市
長
を
有
す
る
獨
逸
の
'都
市
|̂
1
比



す
れ
ば
、
英
阈
の
都
市
は
想
像
カ
.
に
於
て
、
將
杧
叉
社 

會
靈
見
に
於
て
遜
色
财
有
る
。
英
國
の
市
政
は
猶
國 

政

の

一
部
で
あ
るo
:
併
し
米
國
の
都
市
に
於
て
見
る
舣 

如
き
弊
害
は
英
國.U
於
て
は
先
づ
無S

。

議
員
の
爲
す
可
き
專
務
は
極
め
て
多
種
多
量
で
あ
る
。

は
期
を
定
めV

集
會
し
、
委
農
會
は
類
繁
に
行
は 

れ
、
調
査
す
可
き
事
項
爲
す
可
き
事
務
尠
な
か
ら
次
る 

上
に
、
若
し
名
議
員
に
し
て#
務
員
を
兼
ね
ん
か
、.
其 

の
事
務
を
行
ふ
が
爲
；§
,
に
.は
優
に
其
執
務
辟
間
の
半
を 

费
消
す
る
の
で
あ
る
.。
 

.

.

英
國
市
政
の
單
純
な
る1

事
は
英
國
の
都
市
の
成
績
良 

好

に

し

て

、

叉

同

國

市

會

議

員

，の

人

物

の

優

良

な

る

事
 

情

の一

面
を
說
明
す
る
？
の.で
あ
る
。
英
國
の
«
市
選 

擧
人
が
敏
提
で
あ
る
と7P

亦

|

部
は
此
制
度
の
简
單
な 

る
.事
實
1C

歸
す
可
き
？
の
な
の
で
あ
る
。
選
擧
\
は
节 

依
が
免
何
な
る̂P

の
な
る
や
を
了
解
し
、
叉
貴
任
を
負 

ふ
者
は
何
人
で
あ
る
か
を
能
く
承
知
し
て
罟
る
。
各
部 

局
の
問
.
に
權
限
の
錯
綜
し
衡
突
す
る
似
如
き
：

1

と
は
1:
.

.に
無
.

S
、

^

!

»
都
市唯

：}

の
機
關
で
あ
る
か
ら
で
あ 

る
、
^

#

0
議
事
系
續
を
了
解
し
新
聞
紙
上1C
载
錄
せ 

ら
れ
る
議
事
.の
詳
報
を
睛
ひ
t 

i
は
裳
に
易
々
女
る
こ 

j 

i
で
あ
る
。
叉
選
擧
人
は
大
抵
議
員
を
個
人
的
に
知
悉 

し
て
居
る
、
而
し
て
其
議
属
於
重
骤
な
る
諸
般
の
間
題 

|

に
付
て
餐
否
敦
れ1C
投
黑
ず
る
か
を
心
得
て
屈
るo - 

■

員

の

栺

名

乃

至

選

擧

に

付

て

？

何

^

^

雜

し

女 

が
定
め
ら
れ
て
届
る
の
で
は
な

s

 

o 
ニ
名
の
推
蔚
者
i
 

'
八
名
の
賛
成
者
の
連
署
し
欠
る.

一.

片
の
推
薦
書
に
依
て 

j

男
女
を
阱
は
少
何
人̂p

議
員
に
指
名
せ
ら
れる
乙

 

出
來
る
、
卽
ち
議
員
指
名
手
續
は
是
に
盡
き
てg
る
の 

|

で
あ
る
。
別
に
候
補
者
豫
選
會
を
開
く
で
名
な
く

、

电 

|
に
豫
選
の
手
續
於
有
る
で名
な
s

o
運
動
屋
^
P41
I
1
I
Iけ
>

一

ば

運

寄

附
3

れ
なS

、
.

候
補
者
の
顧
る
名
の
4
 

»«
選
擧
區
の
選
擧
民
有
る
の
み
で
あ
るo 

投
票
紙
は
出
來
得
る
限
ろ
笳
軍
で
あ
る
。
毎
年
卜J JJP 

の
議
員
選
擧
1

1
し
て
、
各
選
擧
A

は
各
候
補
者
の
氏

此
の
投
禀
紙
に
は
候
補
者
胗
何
れ
の
政
黨
に
風
す
る
办 

を
指1

字
可
き
何
等
の
標
_

财
記
3

れ
<

居
ら
ぬ
、
'何 

i

な
れ
ば
饑
員
趣
擧
に
際
し--
C

政
黨
の
存
在
す
る乙
i 

は
法
律
の公

！！

す
る
所
で
な
い
か
ら̂

あ
る
。
各
候
補 

者
の
氏
名
は
毋
字
順
に
印
刷
せ
ら
れ
、
各
氏
名
の
後
に 

は
一
定
の
餘
白
を
存
し
、
選
擧
人
は
此
所
に
其
意
思
を 

表
示
す
る
乙
と
に
な
つ<
届
る
。

斯
く
指
名
手
續
を
稃
易
な
ら
し
む
る
名
、
豫
期
せ
ら
れ 

る
程
に
夥
多
の
候
補
潜
を
生
せ
梦
、
候
補
漭
三
四
名
を 

越
ゆ
•る
こ
と
な
く
、
僙
於
に
ニ
名
位
な
る
を
普
通
と
す 

る
。
選
擧
人
は
^
甲
を
選
ぶ
於
乙
を
遯
ぶ
か
と
云
ふ
こ 

と
を
決
®

す
れ
^

事
足
6

る
の
で
あ
る
_
#
議
員
の
選 

擧
は
市
會
識
員
の
選
擧
と
同
日
に
行
は
る
、
名
の
で
は 

な
い
、
而
し
て
前#
は
四
五
年
に1

同
行
は
れ
る
の&

 

通
例
で
あ
る
。
選
擧
の
費
用
は
市
の
負f

る
所
で
あ 

る
が
、
挟
票
紙
印
刷
の
费
用
は
候
補
者
の
負
ふ
所
で
あ

英
_

の
制
度
に
於
て
は
、
荀
名
有
爲
の
人
物
な
ら
ん
に

は
容
易
に
議
員
に
選
ば
れ
、
叉
議
員
と
し

v
il
:
ま
る
t
 

と
が
出
來
る
の
で
あ
る
&
、
之
と
同
滕

'
U

其
の
不
適
任 

な
る
こ
と
明
白
と
な
ら
ん
に
は
選
擧A
ft
是
亦
容
易
に 

他
の
適
任
者
を
選
ん
で
之
に
代
ゆ
る
が
出
來
る
の
で
あ 

る
。
：

鶴
員
の
選
擧
競
承
は
屢
か
劇
烈
を
極
む
るt
と
於
あ
る 

而
し
て
選
擧
競
爭
は
通
例
政
黨
の
對
立
關
係
を
基
礎
と 

し
て
行
は
れ
る
、
.何
と
な
れ
ば
制
度
上
政
黨
を
公
認
せ 

f

0

i

政
黨
は
通
例
自
黨
の
候
挪
者
を
定
め
て
之 

に
.應
援
す
る
の̂

、
選
擧
人
名̂

®
！̂

の
'候
翱
者
を
助 

く
る
乙
と
に
於
て
執
拗
な
る
は
米
國
の.選
擧
人
と
異
な
. 

■
る
所
な
く
、
獨
立
候
補
者
は
成
功
の
親
比
較
的
少
な

S

 

の
で
あ
る
。
„

幾
年
i

な
く
、
8

擧
競
爭
の
行
は
れ
しt

な
き
選
^
區 

の
存
在
す
，る
は
少
し̂p

珍
しs

こ
と
で
tt

な
い
、

一
政 

黨
の
勢
カ
殊
匕
强
大
な
る
か
、1

議
員
の
人
望
將
に
大 

,

な
石
選
擧
區̂

於
：て
は
\

其
0

議
員(

若
く
»
其
有
カ
な 

る
政
黨
の
後
後
あ
る»

員)

»
競
举
す
る
の
翦
を
見
ぬ



• 
3れ
ば
或
る
都
市
の
議
員
は
總
べ
て
無
競
爭I

f

」
u

^
gi
s

f

 

I
、
汉1

5

九

爹

選
^

U

と
J

o
li
市
及
S

銜
地
の
中
に 
<
選
擧
競
f

f
す

I

S

I
數
S

I

色

i

ふ
。
又

を
一

l i
i

f

見
f

し
都
市
？
十
三
有_

し
と
間
< :

け
會
S

通
政
黨
I

f

し
て
I

せ

ら

れ

.1

! .
<
u

* f
ガ
書
記
、
市
參
事
麗
の
過
半
撤
名 

^
 

く
多
I

■

織
占
す
る.
所
で
あ
るo

晚
爭
ヒ
の
遏

1 |
_

歷

_

ll
f
張
募

し

、
地
主
f

m

.

f

t

之
に
反
し
て
自*
黨
員
は
丧
本
に
々
、
ぐ

i i
ig
友
で
i

又
社
會
黨(

勞

糞

員

i
M /

J
市

fl
I I

l

l

於
、
偸
f

 購

| |

O S
1
U
除
い
て
は
、
同

雪

のn

i

l

 

I  

鍵
、
ST
f
r" #
两
部
に
於
て
爭
は
れ
る
时
题C
は
サ
銜
属 

J
I I

?

2
i l
業
、
住 

|

|

養
1 1 

/
、

勞
f
:m
M
は
ft
方
稅
及S

公

課

の

低

減

を
'.

ll
,

f

i
由
黨
8

歲

守
I

粗
I

f

斯
淘
し
得
る
猶̂

都
市
事
業
を
經
營
せ/
し

と

®
 

度

美

し

て
f

 

o : 

/
 

2

f

M

I

小

真
I

會
夫
れ
@

身
I

る
i

l

へ
ん

は

あ

.つ
て
、
夫
れ
々
々
管
掌
の
事
務I

f

る
、
：
 

J
M
I市
に
は
十1

苏
至J

一
十
の
常
任
委
員
が
實
、
各 

ほ

委

員

登

に

勝

別
.の
.事
f

f

可
き
數

多

の

執

 

M

_
l«
を
有
し
て
届
る
？
叉
執
行
委
員
は
常
任
委
員
に 

常
任
委
員
は
市
會
に
報
告
ず
るこ
と
に
？

て

居

る

；

は
當
然
各
委
員
の
，

I

養

翁

、
實
際
の
議
事
に

ヵ
«
る
こ
と
は
稀
で
あ
る0 

t 

請

は

市
i

l

f

に
非
卞
し
て
、
市

會

自

雷 

1 #
事
S

I

S

る
。
選
擧
終
了
後
、
直
I

忠
I
 

! ^
定
び
、
委
f

指
名
す
る
、
而
し
て
選
■

員
の 

意
;?
は
更
に
市
會
の
承
認
を
得
な
け
れ
ぱ
な
ら
ね0
'委

'

員
の
顔
觸
霉
年
多
く
_

f

s
の

s

f

づ

8I
I 
1.

て
、
十
年
、
十
五
年
、
乃
至
ニ
十
年
の
永
.
き
に
瓦
6
<

,1

{足
の
委
員r
-屬
し
て
届
る
锴
％
あ
る
、
決
し
て
珍
し 

.

S

こ
と
^
は
な
s
o 

重
媒
な
る
委
員
に
屬
す
る
乙
と
ば
、

一

つ»
名
«
を
1«\ 

す
る
の
手
段
に
ぢ
な6
、
叉
榮
達
の^
;̂

と
名
な
る
の.

|  

で
議
員
は
大
に
之
を
.|
2

む
次
第
で
あ
る
？
委
員
長
に
國
一 

員
を
生
^
る
と
き
は
、
其
の
代
理
者
を
以
て
之
を
補
充

j  

す
る
乙
と
猶
議
員
が
市
長
に
補
任
せ
ら
れ
る
が
如
き
名

\

 

の
で
あ
る
。
重

耍
-«
る
委
員
の
委
員
長̂

る

乙

と

は

非j  

常
な
名
饗
で
あ
つ
て
、
市
街
鐡
遒
委
員
、
芨

斯

事

業

委

j  

廣
ヽ
電
燈
事
業
荽
員
等
の
委
員
畏
の
如
き
は
殊
に
名
擧

一 

な
地
位
と
認
め
ら
れ
て
届
る
。
年
々
の
豫#'
數
百
萬
圓 

に
上
る
是
等
重
耍
な
る
委
員
，に
屬
す
る
と
は
猶
来
國
鐡 

道
會
社
の
重
役
會
議
に
列
す
る

&

如
き
$
の
で
あ
る
。 

委
員
長
1̂
委
員
が
組
織
せ
ら
る
、
共
に
、
各

委

員

會

に

|  

於v

選
定
す
石
の
で
あ
る
。
委
員
長
は
委
員
會
を
總
理 

し
其
事
務U

趣
味
を
有
ず
る
脬
は
、
當
然
理
事
と
な
る 

各
^
農
は
a
事
及
び
他
の
職
員
を
使
用
す
。
一
委
員
は
汉

賃
銀
、#
給
、
趑
に
事
業
管
理
上
の.細
目
事
項
を
眾
め、
. 

豫
算
を
編
成
し
、
經
費
を.支
出
す
、
伹
し
委
員
の
行
爲 

は
總
べV

市
會
.の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ。
Xi 

定
の
塒
期(

通
例
年
末〕

に
尨
大
な
る
報
告
書
を
^

に 

提
出
し
、
市
龠
は
之
を
尉
議
す
る
の
定
め
で
あ
る
。 

市
政
各
部
の
理
事
は
通
例
専
務
的
班
員
で
あ
っ
て
、
他 

の
都
市
か
ら
屢
々
競
爭
試
驗
を
課
し
て
採
用
す
る
こ
と 

名
あ
る
が
、
叉
私
設
脅
社
の
理
事
の
櫞
に

一

厝
低S

地 

位S

ら
拔
擢
す
る
場
合
？
あ
る
。
是
等
の
理
事
は
充
分 

の
俥
输
を
受
け
政
治
上
の
理
由
に
侬.て
動
3

れ
る
と
沄 

•̂
■乙
と
ft
先
、つ
虹5.

S

。
有
つ
て
^p

#

'̂
あ
る
。
獨
逸
0
: 

尊
務
的
常
任
®

員
と
變
.る
所
は
.無
.

s

 

o

»
く
し
て
ff
i

m
 

と
し
て
都
市
の
行
政
に
從
事
す
る
^
^
的
の
老
練
な
る 

吏
員
の
一
階
級
を
生
卞
る1C
至
つ
允
の
で
あ
る
。
英
國 

の
都
市
に
於
け
る
理
事
は
都
市
の
専
務®
員
の「

人
で 

あ
る
と
云
ふ
.ょ
-CN?

寧
ろ一

部
局
の
管
理
者
で
あ
る
と 

云
ふ
點
に
於
<1

の
市
長
i

は
趣
を
異
に
し
て
届
る 

委
員
會
&

唐

都

市
0

中
心
機
關
：で
あ
る0
諸
般
の
事



®

は
委
員
に
附
託
せ
ら
れ
殆
ん
ど
總
て
の
發
案i
委
M 

に
其
源
を
發
す
る
の
で
あ
る
。
近
年
都
市
の
事
業
は
非 

常
に
增
加
し
女
結
果
、‘市
會
财
直
接
各
鄧
の
行
政
事1
 

を
細
大
漏
ら
3

岁
管
掌
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
つ
把 

又
各
部
の
喪
?

付V

賢
明
？

I
r
f

下
す
i

云
ふ 

こ
と
名
不
可
能
に
な
つ
杧0
事
情
斯
く
の
如
く
で
あ
る 

/;
>
ら
■、
委
員
の
意
見
は
通
例
市
會
之
を
認
容
する
次
第 

で
ぁ
る
、霣

S

て
叉
獨
立
獨
步
す
る
の
觀
於
ぁ
るo 

市
長
は
行
政
上
の
任
務
を
有
す
るi
云

ふ

ょ

寧
3
 

社
交
的
の
任
務
を
有
し
、
名
儀
上
の
地
位
を
擁
し
て
辱 

る
i

云
ふ
が
至
當
で
ぁ
る
。
市
長
は
人
良
财
直
接
ぐ
-選 

舉
す
る
の
で
は
な
い
、
市
會
财
每
年
選
擧
後
の
最
初
の 

霧
に
於
て
選
任
す
る
の.で
t

。
市
長
は
市
會
の
議 

長
I

る
其
の
選
住
は
屢
々
長
期
の勤
務
の
報
酬
で
I
 

る

方
會
本
位
制
度
は
有
カ
な
る
妒
長
を
出
現
せ
し
む
一

般
の
事
務
は
市
舍
委
員
の
掌
中
に
存
す
る
かI

P

i

れ

蓄

の
.«
5

*'
雷
雨
の
制
度
i

犬

に

管

異

に
; ^
る
®
で
あ
石
。
市
民
は
都
市
行
政
上
の
寶
任
を̂ 

し
て
市
長
に
負
は
じ
办
ぬ
の
で‘

つ
て
、
市
I
が
續
® 

的
に
都
市
の
政
策
に
關
與
す
る
こ
と
は
滅
多
じ
逆
ズ
、

J

'/
I

七
三
年
ょ
6

1

八
七
六
年
に
至
る
；̂

フ

r-
三 

|

ン
ガ
ノ J

市
の
市
長
^
-
0し「

ジ
ョ
セ
ブ
0
チ
X〉

♦、
レ—

一

ご

政
I

ら
く
之
5

1

の
例
外

1

6

ぅ

。

"

.
斯
く
の
鉗
く
、
英
國
の

，

市
長
の
權
カ
は
皆
無
で
あ
るe 

ら
梦
其
の
社
交
的
の
任
務
は
、
之
を
枚
擧
す 

る
に
遑
I

程
で
あ
.る
。
市
長
は
市
の
訪
间
者
を
接̂

、
病
院
其
S

屢

式

に

！

列
し
、
叉
一
跋

Q
.
J

 

の
式
典
等
を
總
理
す•る
。
市
廳
に
於
て
は
接
見
#
、
舞 

.

等
财
盛
ん
に
行
は.t

、
而
し
て
市
長
は
是
等
の 

宴
會
に
於
け
る
主
人
役
-
^
務
め
ね
ばな
ら
ぬ
。
爾
王
、

Tf
i
lc
臨
幸
あ
ら
せ
ら
る
、
塒
は
、
則
ち
市
長
は
御
接
争 

役
を
仰
付
於
る
の
光
榮
を
有
し
て
届
る
。
市

長

羞^ ? 

働
粉
,
の
調
#'
に
當

る
C 
/
•名

有
-.c\

、
Jt
lf
t4

^

表
/ 
^

て一

切
の
儀
式
に
臨
H

る
。
併
し
乍
ら
、
是
等 

の

事
-¥
は
市
退
の
法
律
外
の
權
能
で
あ
る
。
市
爲は
！g

I.
p1
I
麗1
I
1

_&
1

I

務
上
一
切
の
委
員
の
一
員
で
あ
る
、
但
し
實
際
委
員
'の 

事
業
に
當
る
こ
と
は
滅
多
に
無
い
。
市
長
は
市
會
の
議 

決
を
报
否
す
る
權
限
を
有
し
て
居
ら
ぬ
、
叉
重
要
な
る 

市
*
員
を
任
命
す
る
で
3
な
い
。
市
長
^

5

安
判
事
と 

しV
、

小
事
件
の
裁
判
に
加
は
る
。
' .

斯
く
市
長
の
權
限
微
々̂

るU

拘
は
ら
少
、
世
人
は
猶 

其
の
地
位
を
爭
ふ
の
で
あ
る
。
彼
等
は
ホ
員
の
職
を
以 

て
名
春
あ
る
經
歷
の
終6
を
飾
る
可
き
せ
の
と
認
め
て 

居
る
。
彼
等
は
之
^
爲
め
に
率
秦
か
ら
節
約
蓝
を
心 

掛
け
る
、
，何
と
な
れ
ば
大
都
市
の
市
長
伫
は
富
裕
者
で 

な
か
ら
ね
ば
成
れ
ぬ
於
ら
で
あ
る
。.而
し
て
愈
よ
市
長』 

杧
る
の
宿
螌
を
達
し
て
退
職
す
る
埸
合
に
は
、
國
王
/7
> 

ら
士
爵
を
授
け
ら
れ
る
。
是
れ
都
市
の
有
力
な
る
商

H

 

業
家
の
野
心
の
目
標
と
な
る
所
の
名
の
で
あ
る
。 

市
長
と
な
る
以
上
は
、
大
に
私
財
を
拋つ
の
.
®
が
な 

く
て
は
な
ら
ぬ
、
市
長
は
無
給
であ
る
於
ら
で
あ
る
。 

併
し
市
會
は
實
费
の
文
辨i
し
て 

一
®
額
の
給
與
を
爲 

す
か
ら
、
»
用
の
ー
部
分
は
之
に
依
て
愤
ふ
こ
と
财
出

來
る
o.
叉
偸
敦
、

「

リ
1/
ァ■。
ブル

」

、「
タプ
リ

.X
」

の
#
き 

大
都
會
で
は
特
に
市
長
邸
を
給
し<
居
る
。
叉
都
市
に 

依
て
は
市
長
專
用
の
馬
車
を
名
給
興
す
る
。
公
の
式
典 

あ
る
や
市
長
は
盛
裝
し
て
其
の
威
容
を
市
民
の
前
に
现 

は
す
の
で
あ
る
。

「

ダ
/,
リ
ンj

市
は
曾
て
市
長
に
年
俸 

三
寓
六
千
圓
を
输
し
杧6
し
财
、
其
後
一
萬
六
千
圓
に 

減
額
し
、

「

ゾ
リ
ス
ト
ル」

市
は
1!
|
員
に
年
俸
I

M
1I
)* 

書

に一 .

千11

百
圓
を
紿
し
、

「
H

デ
ン
バ
ラ
ー」

市
は
胄 

畏
に
同
匕
く |

萬
圓
を
絡
し
て.
居
る
o
之
に
反
し<
r
ズ

ラ
ッ
ド
フ
ォI

ド」
「

リ

ー

ズ

」
「

ベ
.
ル

フ

デ

ス

ト

」
r

ハ
ル」

等

の
諸
市
は
給
與
の
定
額
を
定
怂
求
、
特
定
の
場
合
に
交 

條
费
を
支
給
す
る
こ
と
を
定
め
て
届
る
。
何
れ
にし
て 

名
市
長
の
給
與
は
費
用
の
全
部
を
償
ふ
に
足
ら
ぬ
：の
で 

あ
る
が
、
夫
れ
に
名
拘
は
ら
梦
猶
市
長
の
地
位
は
市
の 

有
力
な
る
人
物
の
野/6
を
挑
發
す
る
次
第
で
あ
る
。 

英
隙
の
市
^
員
中
、
獨
逸
の
市
.長
に
最
洛
能
く
 

し 

51
或
る
點
1C
於
て
、
米
國
の.
市
長
に
似
て
屈
る0
ほ

、 

市
書
記
で
あ
る
英
國
の
市
書
記
林
.1

つ
の
榮
職
^
あ
つ



四

雜

錄

て

#
激
の
技
倆
を
要
ず.
る
の
で
あ
る6
市
書
記
辻
市 

會
之
を
選
任
し
、
充
分
の̂

6

を
受
け
、
過
失
な
き
限 

6
其
地
位
に
留
ま
る
こi
を
得
^
く
、
叉
i
i,

iし
て 

其
の
事
務
に
從
事
す
る
者
で
あ
る
。
市
*
記
は
摄
列
法 

律
家
で
*
つ
て
ハ
都
市
に
關
係
有
る
ー
切
の
法
規
に
通 

曉
し
、
叉
委
員
の
厢
前
に
於
て
局
地
法
案
辯
_
の
任
に 

當
ら
ね
ば
な
ら
ぬ。
•

「

グ
ラ

ス
口 

f」

市
の
市
書
記
は
年偉
一

一
萬
圓
を
受く
 

祺
邱
有p

i
t
:

の
市
書
記
に
_
員
を
生
せ
し
と
き
市
き
ユ 

恰
％
獨
逸
の
都
市
於
市
參
事
會
員
に
對
す
る
場
合
の
如 

く
す
書
記
採
用
の
公
告
を
し̂

の
で
あ
る
。
.黨
派
の
影 

響
U

S

S

黨
派
的
_

の
8

|

能
の
入 

#
を
書
記
に
採
用
す
る
於
如
き
こ
と
は
無
い
。

市
書
記
は
或
る
意
味U

於
て
、
英
國
都
市
の指
導
者
で
一 

あ
る
。
市
會
は
都
市
の
一
切
の
間
題
に
村
て
助
言
を書 

記
に
求
め
る
。
市
書
記
は一

切
の
委
員
會
に
於
ける
書 

記
の
役
を
1

め
o
又
市
記
錄
の
保
管
者
で
あ
る
。
地
宁
岢 

及
ぴ
商
務
局
に
對
し
て
諸
種
の
報
告
を
爲
す
名
^
で
あ

八
八
：

れ
ば
、
又
都
市
の.

】

切
の
：交
涉
に
與
る
？

狹f

る 

彼
は
市
會
の
會
_
及
找
重
要
な
る
委
員
食
に
出
奪
レ
省

cr
a

I I
f

l f
I

し
、
市
會
の
委
す|

他
| ;
2 

f
ぉ.

ナ
翱
市
に
於
て
は
、
補
助
書
記
有6V

、

卞 

•1
E
を
助
く
、'
補
助
書
記
は
市
書
記
と
同̂

く
尊
務
 ̂

sr
員
で
あ
る
。
市
書
記
は
各
部
の
有
給
.
^
的
高
級
吏 

員
と
共
，に
老
練
な
る
吏
員
で̂
る
。
 

： 

英_

の
都
市
に
は
黨
員
獵
宫
制
度
奴
行
は|>
な
い
、
I

吏

員

霧

規
I

t

s

?s
、

S

米
國
の
都

市
と
著
し
く
趣
を
異
に
し
て
届
る
點
で
あ
る
。
黨
派
の 

目
的
の
爲
め
に
、
叉
は
個
人
の
負
債
償
却
の
爲
め
r

市 

の
公
職
姦
用
す
_.る
ぎ
如
？

と
は
輿i

許
さ
ぬ
の 

•t
:
ぁ
る
。
市
の
行
政
上
の
成
績
は
各
部
共
良
好
で
ぁ
る 

吏
員
の
地
位
は
響
？

つ
て
、
日
傭
勞
働
者
す
ら
猶

安
ん
匕
て
其
事
業.
に
從
事
す
る
こ
と
於
出
來
る0 

^
膣
の
者
す
は
淸
廉
潔
治
で
あ
る
、
是
に
付
てi

^®
を 

容
る
、
餘
地
於
なs
o
小
都
市
に
於
て
は
、
都
市
と
の

契
約
に
付y
炙

f

は
しs

蜃

q

傅
は
つ
t

實
脚

II
ps

I1
• w -

t
I

p ： |
|
j
1

1

名
あ
る
、

g
、

其
事
情
は
容
赦
名
な
く
發
か
れ
杧
の
仑
あ 

る
。
又
議
員
'が
或
る
會
社
の
株
主
で
ぁ
つ
把6
、
X
は 

他
の
事
愦&

ら
其
會
社
と
市
と
の
契
約
に
付
て
利
害
關 

係
を
有
し
て
届
る
こ
と
が
明
か
に
せ
ら
れ
杧
場
合
％
無一 

S
1?
は
なS

。

#

て「

マ
ン
チ
ゾ
ス
タ
ー」

.市
の
一
市
參| 

事
員
は
市
と
契
約
の
有
る
會
社
の
株
主
と
し<
胜
®!
の
一 

利
害
關
係
を
有
し.て
届
つ
杧
财
爲
め
に
、
其
會
社
は
最 

低
額
且
つ
最
優
.提
の
入
札
者
で
有
つ
杧
に
名
拘
は
ら
ず 

ノ
議
員
の
職
を
辭
す
る
の
餘
儀
な
き
破
目
に
階
つ
^
と
云 

务
例
？
有
る
。
左6
乍
ら
、
此
»

の
事
例
«

唯
稀
'に
之
一 

を
見
る
の
み
で
あ
る
。
都
市
事
業
に
固
有
し
て
届
る
か
一 

の
如
く
に
云
は
れ
て
届
る
諸
弊
害
名
蓄
の
市
營
事
業

j 

に
は
伴
は
な
か
つ̂

の
で
あ
る
。
何
等
の
醒
關
係
於
市 

營
に
伴
隨
し
な
か
つ̂

の
み
な
ら
卞
、
却
てM

^
lr
J
:其

\ 

正
反
對
の
&

結
果
を
示
し
允
の
で
ぁ
つ
杧"
都

市

事

業\ 

の
益
々
重
要
に
な
るi
共
に
、
社
會
公
衆
の
責
任
の
念 

.
慮
を一

厝
强
め
1t
又
都
市
の
事
業
、事
業
の
收
益
、
放
に 

成
功
に
付v

疑
惧
の
念
を
抱s

y

届
る
總
べv

の
市
民

i

都
市
長
と
の
關
係
を
親
密
な
ら
し
め̂
の
そ
あ
る
。 

且
3t
英
gl
の
市
政
は
滿
足
に
運
用
せ
ら
れ

V
居
る
。
英 

國
の
s

rl
f

e
si
M

の
«

#
の
如
き
大
な
る
想
像
#
持V  

届
ら
ね
ば
、
米
國
の
都
市
の
如
き
宏
量
名
持
て
居
ら
ぬ 

課
税
の
制
度
はI

方に於の節約主義を產み
 

他
方
に
於
て
は
增
稅
を
促
す
、が̂
き

事*'
を

蛇

蝎

視

す
 

る
の
風
を
市
良
の
間
に
醸
成
す
る
。
之
と
同#
に
英
國 

の
都
市
は
一
切
の
都
市
問
題
を
科
學
的
に
硏
究
せ
ん
と 

す
る
獨
逸
0
SI
市
と
^P

趣
.を
異
.に
し
て
居
る
.歡
約
は 

行
政
上
の一

大
原
則
で
あ
つ
て
、
明
白
に
必
要
な
る
事 

項
に
瓦
る
支
出
は
嚴
密
に
檢
査
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
.各 

議
員
は
納
稅
者
の
心
を
心
と
し
て
常
に
事
を
處
す
る
の 

で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
政
策
斯
く0
如
き
議
員
の
態
度 

於
米
獨
雨
國
に
於
て
急
劇
の
發
達
を
見
女
諸
糧
の
社
會 

的
事
業
に
對
す
る
苴
額
の
支
出
を
抑
制
し
て
届
る
の
で 

あ
る
。
英
國
の
市
會
議
員
舣
獨
逸
の
：市
會
議
員
と
は
異 

な
る
社
會
的
階
級U
M
ず
る
人
士
よ
6

成
れ
る
點
名
亦 

注
意
す
可
登

點
で
あ
.る
。' 英
國
，

の
.市
會
議
員
は
過̂

®
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l l
I f
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M
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論

公
I

蕾

對

す

る

高

潔

w

 

I

I

る
。
|

の
會
議
は 

M

を
f

l

市
會
の
謝
|

活
0

f

。
市
會 

S

常

轰
f

共 

C

M
る

近

年

勞

磐

員
に
し
て
議
員
に
な
f

の
^

f i
l

^

I I
l l
I f

^

^

し
て
は
尠
な
か
ら
次
る
刺
激
を
與
ベ
て
居
る
一

-

I

f

 效

程

氣
s f
f l
I I

I

s

f

f

 

一

蕭

の

都

市
s

逸
s

市
.f

 

4

8範
圈
に
於

局
限
3

れ
て
居
る
.
9又

蓄

Q

都
市
は
置
の 

聽

■

1:
1

的
計
I

し
て
届
ら
电
英

一
l r
p

l

_

f !
u

r

、

l

一
s

l !
, f
l l
樣

。
都

1 ^
1 1

取
的
都
”

こ

お
74
_

^

曼

賈

、
其
他
獨
逸
の
進

て
1

社
會
的
事
業
I

ん 

f

e

u
ぬ

51
M

の
密
诒
は
住
宅
問
題
に
付
經
驗
次 

其
事
f

獨
逸
程
£

足
な
る
結
果
を
收
め
得
な
か
つ
た

o

ヌ
蹣

?

6
十
年
前
都
市
事
業
は
英
國

«

r

、s

f

f
5

l

l
、f
i_

? I
t

G

つ 

i

 
M

a

b 
T̂. 

M

タ

今
日
fc
l
て
は
、
都
市
事
業
は
繁
译

1

1

1

の
成
功
に
依
て
反®
f

趣
服
す
る
己
A

出
來
女
'

.

.

.

.

 

..... 

- 

.........'...

の
み
な
ら
梦
事
業
の
良
好
な
る
成
績
、
低
藤
な
る
料
金 

及
び
冗
费
節
減
に
依
てr

曆
其
地
位
を
鞏
固
に
す
る
と 

'が
出
來
女
の
で
あ
る
。
給
水
事
業
は
米
國
と
同
欉
夙
に 

市
の
事
業
と
し
て
廣
く
經
營.せ
ら
る
、
所
と
な
つ
杧
。

一
一百
九
十
八
個
の
地
方
廳
は
％
斯
事
«
を
市
有
と
し
て 

居
る
、
此
の
中
に
は
大
都
市
の
大
部
分
於
合
ま
れ
て
届 

る
、
唯
#

敦
、

「

リ
グ
ァ
。プ
ー
ル」

及
び「

シ
ェ
ッ
プ
ィ
ー
ル 

ド」

は
例
外
で
あ
る
。
市
街
鐡
道
及
び
電
燈
事
業
に
付 

て
は
、
殊
にII

論
好
有
つ
杧
於
此
反
對
論
滅
し

v

 

市
營
運
動
は
器
赦
な
く
發
展
し
杧
。

i 

英
國
の
都
市
に
し
て
夙
に
市
街
鐵
道
を
市
營
と
し
^

S
 

の
tt「

,
ラ
ス
ゴ
ー」

市
で
あ
る(

一
八
丸
四
年)

。
其
後 

亘

1i

十
六
個
の
»

-r
f
r反
び
地
方
||
は
市
街
_

砠
を
#
§
 

と
し
、
他
の
四
十
個
の
地
方
廳
は
®
設
會
社
を
し
て
之 

於
經
營
に
當
ら
し
めv

居
る
。.市
街
鐡
道
の
#
@
は
旣 

に
充
分
成
功
し
て
届
る
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
攻

8
1

す 

る
餘
地
が
なS

。

實
際
に
於
て
社
會一

般
か
ら
是
認
せ 

ら
れ
て
居
る
名
の
と
云
ふ
て®
しS

 

o

「

グ
ラ
ス
ゴ

I」

市
は
私
設
馬
車
鐵
道
會
社
と
の
不
折
合
於
ら
市
街
鐵
道 

を
經
營
す
る
に
至
つ
杧
の
で
あ
る
於
、
其
の
市
有
に
な 

る
以
前
會
»
.と
使
用
人
と
の
間
に̂

しS
間
問
*
か
有 

つ
*
。
市
民
の
同
情
は
使
用
人
の
方
に
有
つ
お
の
み
な 

ら
梦
、
特
許
期
限
の
更
改
：

U

付
て
會
社
と
市
と
似
折
合 

は
な
/;
>

つ
杧
の
そ
市
《
終
に
之
を
市
有
に
し
杧
。
市
有 

»

成
功
し
て
、
他
の
諸
市
は

「

ダ
ラ
スV

丨
し
市
に
倣
ふ 

に
至
つ
^
。

「

グ
フ
X

、T
T 

■*—
」「

V
.
ン
チ
.-I
:
.ス
ダ
f」

「

y

f/
•ノ
プ
I

7^」

及

戊
偸
敦
の
市
有
市
街
鐵
道
は
何
れ
の
點
ょ6
見
る
3
、 

予
が
^̂
見
し
*
る
/中
^
<
最
％
^
れ
<
^
る
。
來
國
の• 

私
營
市
街
鐵
道
の
如
き
は
到
底
比
較
に
な
ら
ぬ、'
 
又
槪 

し
て»

-^
の
市
街m
M
ょ

勝

：
つて届る。軌道の
 

敷
設
名
永
^
的
に
堅
固u

出
來
て
居
て
、
軍
輛
は
其
上 

.
を
靜
於
に
走
る
。
車
臺
は
淸
潔
仑
、
靈

で

、
'叉
乘
心 

地
於
好s

。
ニ
I t
#
於
1

.
^
般
に
採
用
せ
ら
れ
て
居 

る
、％
、】

一

階
に
は
窓
が
有
：て
雨
天
の
際
に
は
閉
鎖
し
得 

る
櫞
に
な
つ
て
居
る
、
文
喫
煙
名
許
さ
れ
て
居
る
。
ニ
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錄

I
は
播
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好
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好
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⑶
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態
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籍
さ
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Z
一
が 

一
ロ
の
休
観
を
與
ベ
る
と
共
に
、
私M
P

|

ほ

H
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近
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膨
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p
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を
得
可
し
。
例
へ
ば
、
市
會
は
行
政
上
の
實
權
を
®
握 

し
諸
種
の
委
員ft
凡
て
の
支
出
を
撤
督ぜ
る
を
以
て
、.
 

若
し
公
金
财
不
花
叉
は
不
當
の
方
法
を
以

て
！
！

费
せ
ら 

れ
杧
る
場
合
に
於
て
娄
員
は
之
に
對
し
て
責
任
を
負
は 

S'
'
る
可
ら
ず
。
加
之
、
地
方
の
谢
政
に
*
す
る
地
方
盾 

の
監
督
は
屢
々
都
市
を
し
て
無
謀
の
市
债
を
企
圖
せ
し 

む
るa
極
政
策
熱
を
沈®
す
る
上
に
奇
功
を
奏
し
つ
、

あ

.
ハ0

•

之
に
反
し
て
、
其
權
利
に
對
し
て
國
稅
の
細
入
者
の
受 

け
つ
、
あ
る
保
護
は
地
方
桃
の
納
入
者
の
受
け
っ
、
あ 

る
保
謹
に
遠
-
及
ば
次
る
$
の
あ
6

0
蠱
し
颐
桃
の
鈉 

入
者
は
衆
議
院
に
對
し
て
漶
弱
な
.る
監
督
權
を
有
す
る 

に
過
ぎ
^
、
且
つ
内
間u

對
しy

»

E
に
微
弱
な
る
監 

督
權
を
有
す
る
の
み
に
し<
ヽ
帝
國
々
防
會
議
、
參
謀 

本
部
、
海
軍
司
令
部
、
勞
働
保
險
監
督
官
诞

y

其
他
雨 

後
の
菌
の
如
く
生
へ
つ
、
あ
る
諸
種
の
.特
設
行
政
機
關 

に
對
し
て
は
殆
ん
ど
淦
く
何
等
の
監
督
權
を
有
せ
次
る 

な 
6

°

吾
人
の
信
梦
る.所
に
據
4

ば
、
衆
譏
院
舻
國
資
を
歷
費 

す
る
に
至
れ.る

は
同
院
が1

尉
論
會
煬
に
過
ぎ
次
る
ょ 

6

來
れ
る
結
果
な
6

と
す
。
蓋
し
下
院
_
員
は
議
場
の 

\

前
列
に
議
席
を
有
ず
る
者
卽
ち
規
任
又
は
舊
內
間
員
を 

|

除
く
の
外
は
行
政
饀
に
財
政
に
關
與
せ̂
る
を
以v

な 
| 

6
。
由
來
歳
出
豫
算
に
關
す
る
針
_
は
頗
る
活
氣
を
缺 

け
6

。
そ
は
辟
間
の
缺
乏
の
爲
め
に
愼
重
な
る
審

f
f

を 

許
3

次
る
の
事
情
と
、
假
令
如
何
程
冗
費
且
つ
不
急
の 

支
出
^

6
と
名
各
费
目
の
成
立
不
成
立
に
對
し
て
內
開 

财
其
運
命
を
賭
す
る
の
慣
例i
u
.因
づ
く
3

の
な
6

。 

例
へ
ば
、
假
6

に
一
議
員
於
水
上
飛
行
機
は
攻
擊
に0 

將
允
叉
防
禦
に
？
全
く
無
用
のS
の
な
る
t

を
切
言
し 

全
院
の
首
肯
す
る
所
と
な6
し
と
せ
ば
、
夫
れ
に
對
す 

る
支
出
は
削
除
せ
ら
る
、
に
至
る
可
き
か
。
否
若
し
之 

一
に
#

す
る
議
院
の̂

*
不
穩
と
な
ら
ば
、
政
府
黨
の
院 

內
幹
事
«

自
黨
の
議
員
に
訴
へ.
ヽ

僅

々

數

萬

磅

の

，
爲
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に
ft
間
を
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牲
に
供
す
る
の
：愚
を
敢
て
す
るC
と
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ら
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め
ん
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す
る
を
常
と
す
。鈉
税
者
の
權
利
を
保
護


